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ドコモ 60歳からのスマホプログラム会員規約 

 

この「ドコモ 60 歳からのスマホプログラム会員規約」（以下「本規約」といいます。）は、

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます。）の提供する「ドコモ 60 歳からのスマ

ホプログラム」（以下「本プログラム」といいます。）を利用するにあたって当社との間の

一切の関係に適用されるものです。本規約の内容に同意しない場合、本プログラムを利用

することはできません。 

 

第1条 （用語の定義） 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとし

ます。 

（1） 本契約：当社から本プログラムの提供を受けるための本規約に基づく契約を

いいます。 

（2） 会員：当社との間で本契約を締結し、本プログラムに入会した対象回線契約

者をいいます。 

（3） 契約約款：当社が別途定める５Ｇサービス契約約款及び Xi サービス契約約

款をいいます。 

（4） 対象回線契約：契約約款に定める５Ｇ契約又は Xi契約をいいます。 

（5） 対象回線契約者：当社と対象回線契約を締結している個人の５Ｇ契約者又は

Xi契約者をいいます。 

（6） 対象回線サービス：契約約款に定める５Ｇサービス又は Xi サービスをいい

ます。 

（7） 本プログラムサイト：本プログラムに関する情報を掲載した当社のインター

ネットウェブサイト〈https://www.docomo.ne.jp/service/over60_smartph

one_prog/〉（当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社が

その URL を変更した場合は、変更後の URL とします。）をいいます。なお、

本規約において本プログラムサイト上に定めることとしている条件につい

ては、本プログラムサイト上の定め（本プログラムサイト上の定めが変更さ

れた場合は変更後のものとします。）も、本規約の一部を構成し、本規約の

内容に含まれるものとします。 

（8） 対応端末：当社が本プログラムを利用することができる端末として別途本プ

ログラムサイト上で指定する端末をいいます。 

（9） ｄヘルスケア：当社が別途定める「ｄヘルスケアご利用規約」に基づき提供

する「ｄヘルスケアサービス」をいいます。 

（10） 本特典：当社が本プログラムにおいて会員に対して提供する特典をいいま

す。 

https://www.docomo.ne.jp/service/over60_smartphone_prog/
https://www.docomo.ne.jp/service/over60_smartphone_prog/
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（11） ｄポイントクラブ会員：当社が別途定める「ｄポイントクラブ会員規約」

に基づき提供するｄポイントプログラムの会員をいいます。 

 

第2条 （会員資格） 

本プログラムは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす対象回線契約者に限り入

会することができるものとします。 

（1） 対象回線契約において、本プログラムサイト上で指定する料金プラン及び次

条第 1項に定める本特典に係るサービスに加入していること。 

（2） 対象回線契約の利用者として当社に届け出ている者（以下「回線利用者」と

いいます。）が満 60歳以上であること。 

（3） ｄポイントクラブ会員であること。 

 

第3条 （本プログラムの内容等） 

1. 本プログラムは、以下の表に掲げる特典を提供することを内容とし、その詳細は本

プログラムサイト上に定めるとおりとします。なお、ご利用になる対応端末の種

別、会員の契約状態等によって、利用できる特典に制限がある場合があります。

また、会員が当社に対して利用しない旨を格別に申し出た特典については、以下

の表に定める提供条件を満たしている場合であっても、当該特典を受けることは

できないものとします。 

内容 提供条件 

ｄヘルスケアご利用規約に基

づき「ｄヘルスケアアプリ」

上に配信される会員向け特別

ミッション（配信時期は不定

期となります。）で指定された

条件を満たした場合、抽選で

「ｄポイント（期間・用途限

定）」の進呈を受けることがで

きる特典 

(1) この特典を受けるには、別途ｄヘルスケアご利

用規約に基づくｄヘルスケアのご利用契約を

締結していることが必要です。 

(2) 進呈を受けられるポイント数は、抽選の結果に

よって異なります。 

(3) 進呈される「ｄポイント（期間・用途限定）」

の有効期間は、ポイント進呈日から起算して

90日間となります。「ｄポイント（期間・用途

限定）」の利用条件については、本規約に定め

る場合を除き、当社のｄポイントクラブ会員規

約に定めるとおりとします。 

(4) ｄヘルスケアのご利用にあたっては、本規約に

別段の定めがある場合を除き、ｄヘルスケアご

利用規約の定めが適用されます。 

2. 本プログラムの利用には、対象回線契約及び本特典に係るサービスの利用契約の締
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結のほか、当社が別途定めるｄアカウント規約（以下「ｄアカウント規約」とい

います。）に基づき当社が発行したドコモ回線ｄアカウント（以下「ドコモ回線ｄ

アカウント」といいます。）及びパスワード（以下「ドコモ回線ｄアカウント等」

といいます。）が必要です。また、本プログラムの利用には、対応端末が必要とな

ります。 

3. 本プログラムの利用可能地域（以下「利用可能地域」といいます。）は日本国内と

します。会員は本プログラムを利用可能地域以外の地域でも利用できる場合があ

りますが、当社は、当該地域での本プログラムの利用について何ら保証するもの

ではなく、当該地域で本プログラムを利用したことにより会員に損害が生じたと

しても、その責任を負いません。 

4. 本特典の内容及びその利用条件は、随時変更、見直し等を行う場合があります。 

 

第4条 （本契約の成立） 

1. 本プログラムの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約の内

容に同意のうえ、当社所定の申込書（以下「契約申込書」といいます。）に必要と

なる事項を記載して、これを当社指定の営業所（以下「当社営業所」といいます。）

に提出することにより、又は本プログラムサイト上の申込画面（以下「申込画面」

といいます。）に必要となる事項を記載して、当該情報を申込画面上で指定する手

順に従い当社に送信することにより、本契約の申込みを行うものとします。契約

申込書が当社営業所に提出された時点又は送信ボタンが押下された時点で、申込

者は本規約の内容に同意したものとみなします。 

2. 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の

提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。 

3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当

該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。 

（1） 申込者が第 2条各号に定める会員資格を満たさないとき。 

（2） 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又

はそのおそれがあるとき。 

（3） 申込者が当社に対する債務（当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含み

ます。以下同じとします。）の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（4） 申込者が第 7条（禁止事項）の定めに違反するおそれがあるとき。 

（5） 申込者が過去に不正利用等により本契約若しくは対象回線契約の解除又は

本プログラム若しくは対象回線サービスの提供停止の措置を受けたことが

あるとき。 

（6） 申込者が本規約に定める会員としての義務を遵守しないおそれがあるとき。 

（7） 申込者が第 20 条（反社会的勢力の排除）の定めに違反するおそれがあると
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き。 

（8） 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

4. 本契約は、当社が第 1項に基づく申込みを承諾し、その申込手続が完了した旨を直

接又は申込画面を通じて申込者に通知した時点で当該申込者と当社との間におい

て成立するものとします。 

 

第5条 （ドコモ回線ｄアカウント等） 

1. 本プログラムの利用に必要となるドコモ回線ｄアカウント等の取扱いに関する条

件は、ｄアカウント規約に定めるところによります。 

2. 前項及びｄアカウント規約の定めにかかわらず、会員は、本特典を回線利用者に利

用させる目的に限り、ドコモ回線ｄアカウント等を当該回線利用者に利用させる

ことができるものとします。ただし、ドコモ回線ｄアカウント等の管理は会員自

身の責任において行うものとし、会員がドコモ回線ｄアカウント等を回線利用者

に利用させたことにより何らかの損害を被ったとしても当社はその責任を負いま

せん。 

 

第6条 （知的財産権等） 

本プログラムに関連して、又は本プログラムを通じて会員に提供される情報・コ

ンテンツ等（以下「本プログラムコンテンツ等」といいます。）に係る著作権等の

知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。本契約の締結は、

会員又は回線利用者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、

会員（会員と回線利用者が異なる場合は、回線利用者）は、本契約に基づく本プ

ログラムの利用に必要な範囲に限って、本プログラムコンテンツ等を使用するこ

とができるものとします。 

 

第7条 （禁止事項） 

会員は、自ら又は会員と回線利用者が異なる場合は回線利用者をして、本プログ

ラムの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。 

（1） 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知

的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそ

れらのおそれのある行為 

（2） 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する

行為、又はそれらのおそれのある行為 

（3） 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又は

それらのおそれのある行為 

（4） 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為 
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（5） 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそ

れのある行為 

（6） 本プログラム若しくは対象回線サービスに係る設備に対して過度な負担を

与える行為、当社による本プログラム若しくは対象回線サービスの提供を不

能にする行為その他当社による本プログラム若しくは対象回線サービスの

提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれの

ある行為 

（7） コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本プログラムを通じて、若し

くは本プログラムに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらの

おそれのある行為 

（8） 本プログラムを利用可能地域以外の地域で利用する行為 

（9） ドコモ回線ｄアカウント等を不正に使用する行為 

（10） 本プログラムコンテンツ等について、複製、公衆送信（自動公衆送信の

場合にあっては、送信可能化を含みます。）、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案

等の利用を行うなど、本プログラムコンテンツ等を第 6条（知的財産権等）

に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為 

（11） 本プログラムコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は

逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング（主に、内容を

解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。）を行う行

為 

（12） 本プログラムコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示

を除去し、又は変更する行為 

（13） 本特典を第三者に貸与し、譲渡し又は利用させる行為（ただし、会員が

回線利用者に本特典を利用させる行為を除きます。） 

（14） その他前各号に準ずる行為 

 

第8条 （利用料金） 

1. 本プログラムの入会にあたり、入会金及び会費はかかりません。 

2. 対象回線契約の料金その他本プログラムを利用するために必要となるサービス等

に係る料金は、契約約款その他各利用規約等に定めるところによります。 

3. 本プログラムの利用にあたっては、別途通信料がかかる場合があります。その通信

料は会員が負担するものとします。 

 

第9条 （パーソナルデータの取扱い） 

当社は、申込者、会員及び回線利用者のパーソナルデータの取扱いについて、当

社 が 別 に 定 め る 「 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 」 ＜
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https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/＞（当社がその URL を変更した場合は、変

更後の URL とします。）において公表します。 

 

第10条 （提供中断等） 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本プログラムの

全部又は一部の提供を中断することがあります。 

（1） 天災地変等の不可抗力により本プログラムが提供できなくなったとき。 

（2） 本プログラムに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があると

き。 

（3） 本プログラムにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 

（4） 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の

維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 

（5） 対象回線サービスの提供を中断する必要があるとき。 

（6） 当社の運用上又は技術上、本プログラムの全部又は一部の提供を中断する必

要があるとき。 

2. 当社は、前項に定めるほか、本プログラムの運用上必要な範囲において、本プログ

ラムの利用の制限等を行うことができるものとします。 

3. 当社は、第 1項に基づく本プログラムの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に

定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本プログラムサイト上に掲

載する方法により会員に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合

は当該周知を行わないことがあります。 

4. 当社は、第 1項又は第 2項の定めに基づき本プログラムの提供を中断し、又はその

利用を制限等したことにより会員に損害が生じた場合であっても、その責任を負

いません。 

 

第11条 （提供停止） 

1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、会員に対

する事前の通知を行うことなく、本プログラムの全部又は一部の提供を停止する

ことができるものとします。 

（1） 第 4条（本契約の成立）第 3項各号のいずれかに該当するとき。 

（2） 第 7条（禁止事項）又は第 18条（変更の届出）に違反したとき。 

（3） 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。 

（4） 第三者による本プログラムの利用に支障を与える又はそのおそれのある行

為があったとき。 

（5） その他本規約に違反したとき。 

（6） 契約約款に基づき対象回線サービスの提供を停止するとき。 

https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/
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（7） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

2. 当社は、会員に対し、前項の措置に代えて、又は前項の措置とともに、期限を定め

て当該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の

定めは、当社が第 14条（当社が行う本契約の解除）に基づき本契約を解除するこ

とを妨げるものではありません。 

 

第12条 （本プログラムの廃止） 

1. 当社は、当社の都合によりいつでも本プログラムの全部又は一部を廃止することが

できるものとし、この場合、本プログラムサイト上に掲載する方法により、会員

に対してその旨を周知するものとします。なお、本プログラムの全部が廃止され

た場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了するものとします。 

2. 当社は、前項の定めに基づき本プログラムの全部又は一部を廃止したことにより会

員に損害が生じた場合であっても、その責任を負いません。 

 

第13条 （会員が行う本契約の解約） 

会員は、本契約の解約を希望する場合は、当社所定の解約申込書に必要となる事

項を記載して、これを当社営業所に提出することにより、又は本プログラムサイ

ト上の解約申込画面（以下「解約申込画面」といいます。）から、当該解約申込画

面上で指定する手順に従いその旨を当社に送信することにより、本契約を解約す

ることができるものとします。この場合、当社が、解約手続が完了した旨を直接

又は解約申込画面を通して会員に通知した時点で本契約は終了するものとします。 

 

第14条 （当社が行う本契約の解除） 

当社は、会員が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を

行うことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求

することができるものとします。 

（1） 本契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。 

（2） 第 11条（提供停止）第 1項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、

本プログラムの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に支

障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原

因となった事由を解消しないとき。 

（3） 第 7条（禁止事項）に違反したとき。 

（4） 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 

（5） 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民

事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった

とき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え
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若しくは差押えを受けたとき。 

（6） 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。 

（7） その他本プログラムの提供を継続できないと認められる相当の事由がある

とき。 

 

第15条 （本契約の終了） 

第 12 条（本プログラムの廃止）第 1 項、第 13 条（会員が行う本契約の解約）及

び前条のほか、第 2 条（会員資格）各号に掲げる条件を満たさなくなった場合は、

その時点をもって本契約も自動的に終了するものとします。 

 

第16条 （損害賠償の制限） 

1. 当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が会員に対して負う

責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます。）に限られるもの

とし、かつ、契約約款に基づき会員が適用を受ける当該対象回線契約に係る 1 か

月分の基本使用料相当額（会員が基本使用料を無料とする施策の適用を受ける場

合は、当該施策適用前の料金とします。）を上限とします。 

2. 当社の故意又は重大な過失により会員に損害を与えた場合は、前項の定めは適用し

ません。 

 

第17条 （通知） 

1. 当社は、本プログラムに関する会員への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法

により行うことができるものとします。 

（1） 会員が本契約又は契約約款に基づき当社に届け出ている氏名、住所、請求書

の送付先等への郵送による通知 

（2） 会員がドコモ回線ｄアカウントとして利用されているメールアドレス又は

ｄアカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメー

ルアドレスへの電子メールによる通知 

（3） 会員が利用する契約約款に定める sp モード電子メール（当社が別途定める

sp モードご利用細則に基づくメッセージ R（リクエスト）及び sp モードメ

ールを指します。）のメールアドレスへの通知又は契約約款に定めるショー

トメッセージ通信モード（SMS）による通知 

（4） その他当社が適当と判断する方法 

2. 前項各号に掲げる方法による会員への通知は、当社が前項に定める通知を発した時

点になされたものとみなします。 

3. 当社は、第 1項各号に掲げる方法のほか、本プログラムサイト上にその内容を掲載

することをもって、本プログラムに関する会員に対する通知に代えることができ
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るものとします。この場合、当社が当該通知内容を本プログラムサイト上に掲載

した時点をもって当該通知が会員に対してなされたものとみなします。 

 

第18条 （変更の届出） 

1. 会員は、本プログラムに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに

当社に届け出るものとします。この場合、当社は変更後の連絡先に通知を行うも

のとします。 

2. 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の

提示又は提出を会員に求める場合があり、この場合、会員はこれに応じるものと

します。 

3. 第 1項の定めにかかわらず、会員が契約約款に基づき当社に届け出ている会員の氏

名、住所等に変更があった場合は、本規約に定める当社からの通知についても、

当該契約約款に基づき届出を受けた変更後の連絡先に対して行うものとします。 

 

第19条 （残存効） 

本契約が終了した後も、第 6条（知的財産権等）、第 8条（利用料金）、第 9条（パ

ーソナルデータの取扱い）、第 10条（提供中断等）第 4項、第 12条（本プログラ

ムの廃止）第 2 項、第 16 条（損害賠償の制限）、第 23 条（権利の譲渡等）、第 24

条（合意管轄）及び第 25条（準拠法）の定めは、なお有効に存続するものとしま

す。 

 

第20条 （反社会的勢力の排除） 

1. 会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって

も該当しないことを表明し、保証するものとします。 

（1） 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は

特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」

といいます。）であること。 

（2） 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を

有すること。 

（3） 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして

いると認められる関係を有すること。 

2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行

わないことを保証するものとします。 

（1） 暴力的な要求行為 
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（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（4） 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は

当社の業務を妨害する行為 

（5） その他前各号に準ずる行為 

 

第21条 （規約の変更） 

当社は、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本プログラムサイト上に掲

載する方法によって、あらかじめ会員に周知することにより、本規約を変更する

ことができるものとします。なお、本規約が変更された場合、変更日以降は当該

変更後の本規約が適用されます。 

（1） 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。 

（2） 本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後

の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると

き。 

 

第22条 （連絡先窓口） 

本プログラムに関する質問、問い合わせ等については、当社の公式

HP<https://www.docomo.ne.jp/>に記載する当社の連絡先を窓口とするものとし

ます。 

 

第23条 （権利の譲渡等） 

会員は、本契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全

部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 

 

第24条 （合意管轄） 

会員と当社との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判

所又は会員の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

第25条 （準拠法） 

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとしま

す。 

 

附則（2019年 2月 28日） 

本規約は、2019年 3月 1日から実施します。 

https://www.docomo.ne.jp/
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附則（2019年 10月 1日） 

この改定は、2019年 10月 1日から実施します。 

 

附則（2020年 3月 25日） 

この改定は、2020年 3月 25日から実施します。 

 

附則（2020年 10月 26日） 

この改定は、2020年 12月 21日から実施します。 

 

附則（2021年 10月 18日） 

この改定は、2021年 11月 1日から実施します。 

但し、この改定の実施日前に、旧本規約（2020年 10月 26日改定、2020年 12月 21日実施）

第 3 条第 1 項所定の本特典の対象である会員に対する当該本特典の利用条件については、

当該本特典の適用期間の終了時又は 2022 年 3 月 31 日のいずれか早い日まで、なお従前の

例によるものとします。 

 

附則（2023年 1月 10日） 

この改定は、2023年 1月 10日から実施します。 

 

附則（2026年 4月 1日） 

この改定は、2026年 4月 1日から実施します。 

 


